
八
月
二
六
日
（
土
）
よ
り
、
当
館
二
階
の
特
別
展
示

室
に
お
い
て
、
企
画
展
「
明
治
一
五
〇
年
～
秋
田
県
の

誕
生
～
」
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
館
蔵
の
古
文
書
と
公

文
書
を
選
び
、
リ
レ
ー
式
に
展
示
し
て
い
ま
す
。

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
十
月
、
将
軍
徳
川
慶
喜
は

朝
廷
に
大
政
奉
還
の
上
表
を
提
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
で

も
薩
摩
藩
・
長
州
藩
ら
は
朝
廷
の
権
威
を
背
景
に
幕
府

勢
力
の
一
掃
を
め
ざ
し
て
、
同
年
十
二
月
九
日
、
王
政

復
古
の
大
号
令
を
発
し
、
同
日
夜
の
小
御
所
会
議
で
慶

喜
に
対
し
、
辞
官
・
納
地
を
命
じ
ま
す
。
慶
喜
は
薩
・

長
と
の
開
戦
を
決
め
、
戊
辰
戦
争
の
幕
開
け
に
な
り
ま

し
た
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
一
月
、
旧
幕
府
軍
が

降
伏
し
江
戸
城
が
開
城
す
る
と
、
鎮
撫
総
督
府
は
一
気

に
東
北
地
方
へ
向
か
い
ま
す
。
会
津
藩
（
福
島

、
庄

）

内
藩
（
山
形
）
は
軍
事
同
盟
を
結
び
、
新
政
府
に
抵
抗

し
ま
し
た
。
そ
の
後
仙
台
藩
を
中
心
に
「
奥
羽
列
藩
同

盟
」
を
結
成
（
の
ち
越
後
六
藩
が
加
盟
し
て
「
奥
羽
越

」

）
、

、

列
藩
同
盟

に
発
展

秋
田
藩
も
加
盟
し
ま
し
た
が

奥
羽
鎮
撫
府
の
沢
副
総
督
が
庄
内
か
ら
秋
田
に
入
り
、

七
月
に
は
九
条
総
督
、
醍
醐
参
謀
が
秋
田
藩
入
り
し
ま

し
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
秋
田
藩
は
列
藩
か
ら
離
脱

版
籍
奉
還
と
知
藩
事
の
時
代

公
文
書
館
企
画
展

「
明
治
一
五
〇
年
～
秋
田
県
の
誕
生
～
」

し
ま
す
。
以
降
、
秋
田
藩
は
東
北
諸
藩
と
の
戦
い
が
続

。

、

き
ま
し
た

戦
い
の
さ
な
か
に
年
号
改
元
が
発
表
さ
れ

慶
応
四
年
が
「
明
治
元
年
」
に
変
わ
り
ま
し
た
。

こ
の
年
（
慶
応
四
年

、
新
政
府
は
政
体
書
を
公
布

）

し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
三
権
分
立
を
取
り
入
れ
た
政

府
組
織
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
幕
府
直
轄
領
を
廃
止

し
、
城
代
・
京
都
所
司
代
・
奉
行
の
支
配
地
を
「
府
」

と
定
め
、
他
を
「
県
」
と
し
て
、
府
に
府
知
事
、
県
に

県
知
事
を
置
く
も
の
で
し
た
。
旧
来
の
「
藩
」
は
従
来

ど
お
り
藩
主
の
支
配
を
残
し
ま
し
た
。
明
く
る
明
治
二

年
（
一
八
六
九

、
今
度
は
版
籍
奉
還
に
よ
っ
て
三
治

）

制
が
確
立
し
て
知
藩
事
の
制
度
が
始
ま
り
、
藩
も
国
の

行
政
区
画
と
な
り
ま
す
。
旧
藩
主
は
藩
知
事
に
任
命
さ

れ
ま
し
た

（
写
真
『
久
保
田
藩
知
事
辞
令
』
Ａ
Ｓ
三

。

一
七
ー
二
〇
二
）
藩
主
同
様
に
世
襲
し
、
所
領
を
持
つ

他
に
、
藩
知
事
は
政
府

の
地
方
官
と
し
て
統
治

を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
中
に
は
藩
の

財
政
の
逼
迫
が
深
刻
化

し
て
廃
藩
を
申
し
出
る

。

藩
も
あ
っ
た
よ
う
で
す

明
治
四
年
（
一
八
七

）

「

」

一

に
は

廃
藩
置
県

、

に
よ
り
藩
は
廃
止
さ
れ

府
県
制
に
よ
り
権
令
が
任
命
さ
れ
る
と
藩
知
事
も
免
官

と
な
り
ま
し
た
。

今
回
の
展
示
か
ら

「
秋
田
県
」
の
誕
生
と
、
時
代

、

が
大
き
く
動
い
た
様
子
を
お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
れ

。

【

】

ば
幸
い
と
思
い
ま
す

髙
山
昭
弘

（
注
）
文
中
「
薩
摩
藩
」
の
「
薩
」
の
字
が
、
シ
ス
テ
ム
の
仕

様
に
よ
り
正
し
く
出
ま
せ
ん

、
正
し
く
は
「

」
と
標
記
さ

。

薩

れ
ま
す
。

「

」

○
企
画
展

明
治
一
五
〇
年
～
秋
田
県
の
誕
生
～

☆
会
期

・
前
期
（
九
月
六
日
は
休
館
日
）

（

）

（

）

八
月
二
六
日

土

～

九
月
二
五
日

月

・
後
期
（
十
一
月
八
日
は
休
館
日
）

（

）

（

）

十
月
二
七
日

金

～
十
一
月
二
九
日

水

・
時
間

午
前
十
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（

）

☆
企
画
展
解
説
講
座

当
館
三
階
多
目
的
ホ
ー
ル

・
日
時

十
月
二
七
日
（
金
）

午
後
一
時
三
〇
分
～
三
時

・
定
員
四
〇
名

※
申
込
み
は
来
館
、
電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
メ
ー

ル
で
受
付
し
ま
す
。

公
文
書
館
よ
り
お
知
ら
せ
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七
月
の
『
古
文
書
解
読
講
座
』
に
、
多
数

ご
参
加
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
今
年
度
の
企
画
展
が
始
ま
り
ま
し
た
。

み
な
さ
ま
の
参
観
を
お
待
ち
し
ま
す
。
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当
館
で
現
在
刊
行
中
の
『
岡
本
元
朝
日
記
』
に
は
、

、

、

藩
政
及
び
藩
事
情
は
勿
論
の
こ
と

そ
れ
に
も
増
し
て

世
俗
的
な
世
間
話
を
丹
念
に
記
録
し
て
い
る
こ
と
が
特

徴
で
す
。
今
回
は
、
そ
の
中
か
ら
少
々
拾
い
上
げ
て
見

る
こ
と
に
し
ま
す
。

○
刃
傷
の
こ
と（

。

元
禄
一
七
年

改
元
に
よ
り
三
月
か
ら
宝
永
に
な
る

一
七
〇
四
）
二
月
二
十
日
（
現
在
の
暦
で
は
三
月
二
五

日

、
御
会
所
に
「
野
尻
徳
兵
衛
若
党
吉
左
衛
門
と
申

）
者
、
今
朝
小
屋
中
に
て
玉
生
八
兵
衛
若
党
佐
川
伝
之
允

と
云
者

真
崎
五
郎
左
衛
門
下
女
し
げ
と
申
候
を
切

并

殺
、
右
之
吉
左
衛
門
も
自
害
い
た
し
候
由
」
と
、
徳
兵

衛
と
八
兵
衛
方
よ
り
申
立
て
が
あ
り
、
早
速
検
使
を
派

遣
し
た
と
こ
ろ
そ
の
報
告
に
は
、
伝
之
允
の
傷
は
六
カ

所
あ
っ
て
頭
の
傷
が
最
も
深
く
、
耳
の
わ
き
よ
り
喉
へ

の
突
き
傷
は
と
ど
め
の
よ
う
に
見
え
、
女
は
右
の
腕
に

傷
一
カ
所
、
喉
を
突
い
た
傷
は
喉
笛
を
刺
し
た
も
の
と

見
え
そ
れ
が
致
命
傷
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
吉
左
衛
門

は
、
顔
に
少
し
傷
が
あ
り
腕
に
も
少
し
あ
り
、
喉
の
傷

は
自
害
の
た
め
の
傷
と
見
え
た
と
の
こ
と
で
す
。

段
々
様
子
を
尋
ね
る
と
、
伝
之
允
の
妻
し
げ
と
吉
左

衛
門
が
密
通
し
て
い
た
現
場
を
、
夫
の
伝
之
允
が
見
届

け
、
女
が
た
き
と
ば
か
り
討
ち
か
か
り
ま
し
た
が
、
返

り
討
ち
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
三
人
の
死
骸
は
、
主
人

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

『
岡
本
元
朝
日
記
』
瓦
版

で
あ
る
玉
生
と
真
崎
に
供
養
を
命
じ
た
よ
う
で
す
。
こ

の
時
代
は
こ
の
よ
う
な
事
件
が
頻
繁
に
あ
っ
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
渡
し
船
転
覆
の
こ
と

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
十
月
二
八
日
、
夕
刻
平
元

小
一
郎
が
来
て
言
う
に
は

「
只
今
川
口
渡
り
よ
り
申

、

出
候
、
渡
り
舟
俄
風
ニ
合
、
川
中
ニ
て
く
つ
返
り
乗
合

之
人
馬
牛
共
二
死
候
由
、
其
内
十
四
人
返
り
候
舟
へ
取

上
り
候
を
漸
助
舟
だ
し
取
為
乗
候
、
其
内
も
風
強
返
り

候
舟
流
分
三
人
取
残
候
処
、
後
よ
り
助
舟
出
、
そ
れ
を

も
取
来
候
由
、
惣
人
数
不
知
候
よ
し
」
と
て
則
御
中
間

頭
太
田
平
左
衛
門
に
検
使
を
申
し
付
け
る
と
、
御
中
間

を
召
し
連
れ
現
場
に
向
か
い
ま
す
。
夜
十
時
頃
帰
り
報

告
に
は
、
死
ん
だ
人
数
は
不
明
で
す
が
、
い
つ
も
は
五

十
人
ば
か
り
も
乗
っ
て
い
る
舟
で
、
今
回
は
馬
六
疋
・

牛
二
疋
が
乗
せ
ら
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
、
人
は
四
十

人
ば
か
り
も
乗
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
の
こ
と
、

助
け
ら
れ
た
人
達
も
息
も
絶
え
絶
え
、
言
葉
を
発
す
る

こ
と
が
出
来
な
い
状
態
で
（
現
在
の
暦
で
十
二
月
二

日

、
焚
き
火
に
当
た
り
し
ば
ら
く
し
て
も
の
が
言
え

）
る
様
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
名
所
を
聞
き
、
持
ち

物
な
ど
を
調
べ
た
書
付
を
馬
喰
町
庄
屋
孫
助
か
ら
平
左

衛
門
が
受
け
取
っ
た
と
い
い
ま
す
。
死
者
は
荒
屋
（
新

屋
）
の
者
が
多
い
と
の
こ
と
、
御
代
官
菊
地
十
左
衛
門

に
申
し
付
け
溺
死
者
の
捜
索
を
命
じ
ま
す
。

舟
転
覆
の
際
に
、
新
屋
の
善
三
郎
と
い
う
者
が
米
船

で
何
人
か
を
助
け
た
こ
と
で
、
銀
一
枚
の
褒
美
を
頂
戴

し
て
い
ま
す
。

な
お

「
川
口
渡
り
」
と
あ
る
の
は
現
在
の
新
屋
割

、

山
と
川
尻
を
結
ぶ
新
川
橋
の
辺
り
で
す
。

○
米
蔵
が
破
ら
れ
米
盗
難
の
こ
と

宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
二
月
一
七
日
（
現
在
の
暦

で
は
三
月
三
一
日
）
の
記
事
に

「
夜
中
五
町
目
御
米

、

蔵
ヲ
破
り
、
御
米
盗
取
候
由
、
昨
日
披
露
御
座
候
由
」

と
あ
り
ま
す
。
藩
の
御
米
蔵
は
、
大
町
か
ら
五
丁
目
橋

を
渡
っ
て
南
通
り
に
向
か
う
左
側
に
堀
と
仁
別
川
（
旭

川
）
に
囲
ま
れ
た
所
に
建
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
米

蔵
か
ら
多
量
の
米
が
盗
ま
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
ま

し
た
。

早
速
犯
人
の
探
索
に
か
か
り
、
役
人
共
に
犯
人
の
心

当
た
り
を
尋
ね
ま
す
が
、
誰
も
心
当
た
り
は
な
い
と
い

い
ま
す
。
公
儀
の
米
蔵
を
破
る
な
ど
と
大
胆
不
敵
な
盗

賊
た
ち
で
す
か
ら
、
何
ら
か
の
手
掛
か
り
が
あ
る
は
ず

で
す
。
先
ず
御
蔵
へ
普
段
出
入
り
し
て
勝
手
を
知
っ
て

い
る
日
雇
い
の
者
、
町
中
で
の
怪
し
い
者
、
な
ど
心
付

け
捜
査
す
る
こ
と
を
命
じ
ま
す
。
盗
難
の
様
子
を
、
本

方
奉
行
の
羽
石
助
十
郎
が
話
す
に
は
、
川
の
方
の
門
を

開
け
出
入
り
し
た
よ
う
で
、
数
十
俵
の
俵
を
切
っ
て
別

袋
へ
移
し
取
り
運
ん
だ
よ
う
に
見
え
た
と
の
こ
と
で

す
。
こ
れ
は
多
く
の
人
数
が
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
時
間

も
御
蔵
守
が
十
時
頃
見
廻
り
し
た
時
は
異
状
な
く
、
午

前
二
時
頃
に
発
見
し
た
と
い
う
。
こ
の
時
間
帯
の
中
で

壁
を
破
り
、
大
垂
木
を
切
っ
て
多
量
の
米
を
運
び
出
し

た
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
川
へ
舟
を
付
け
舟
に
積
ん
で
何

処
か
へ
運
び
去
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

以
後
毎
日
僉
議
し
て
い
る
が

「
何
と
も
知
り
か
ね

、

候
也
」
と
あ
り
ま
す
。
憶
測
す
る
に
、
舟
で
他
領
へ
運

び
、
売
り
払
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

【
嵯
峨
稔
雄
】


